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はじめに 

特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。）及び関連法令においては、

エアコン、テレビ（ブラウン管式及び液晶式・プラズマ式）、電気冷蔵庫・冷凍庫及び電気洗

濯機・衣類乾燥機（以下、「家電４品目」という。）の再商品化（リサイクル）の推進に必要な

事項を定めている。平成 13 年４月の本格施行以降、２度に渡って制度見直しの議論が行われ、

令和３年４月からは、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・

電子機器リサイクルワーキンググループと中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制

度評価検討小委員会の合同会合（以下「合同会合」という。）において３度目となる制度見直

しの議論を行い、令和４年６月に「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報

告書」（以下「報告書」という。）が取りまとめられた。この報告書において、引き続き対応が

求められる課題及びその対応の方向性が整理、明示されるとともに、少なくとも毎年１回、

各主体における所要の取組の進捗状況等を合同会合でフォローアップすることとされたこと

から、引き続きフォローアップの合同会合を実施し、進捗状況を報告していく必要がある。 

また、報告書において、「フォローアップを行う中で、制度に起因する看過し難い課題が発

生している場合や、我が国を取り巻く社会経済情勢の変化等により、新たに家電リサイクル

制度を見直すことが必要と判断される場合には、本合同会合における合意を以て、制度の見

直しに係る議論を再度行うこととする。」とされていることから、こうした社会経済情勢の動

向を継続的に注視し、将来的に家電リサイクル法に係る制度見直しの必要が生じた場合の検

討に資する情報収集やその分析が引き続き求められる状況になっている。 

本調査は、これらを踏まえ、家電リサイクル制度等の高度化に向けて求められている今後

の課題対応や、将来的な見直し議論が生じる可能性も視野に入れつつ、家電市場の動向、現

状の課題分析等の調査を行うとともに、必要な論点整理を行うことを目的として行った。 
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１．家電リサイクル制度のデジタル化を進めるための施策案及びロードマップ案の

検討 

家電リサイクルの仕組みをデジタル化する最上段の目的は、データドリブンな体制構築（デ

ータの継続的収集、円滑な利活用を可能にすることで、制度の各局面（業務、機能、施策等）

を継続的に改善／強化できる体制の構築）である。これによって、以下の２つの改善を促す

ことができると考える。 

 制度関係者の利便性向上（人の介在余地を減らし、業務負担及び人為的なミスを軽減す

る） 

 トレーサビリティの精度向上（より高度な資源循環の仕組みを構築する） 

特に、本制度における管理票（マニフェスト）である家電リサイクル券は、リサイクル料

金収受と、廃家電のトレーサビリティ確保の２つの機能を有しているが、現状５枚綴りの紙

の券で運用されており、この紙を使ったやり取りが廃家電の引取り、引渡しの現場等で一定

の負担になっていると一部関係者から意見が出ている。報告書においても、家電リサイクル

券の利便性向上については、「券面の記載事項の簡略化や、家電リサイクル券の小売業者保管

の電子化などの必要な合理化について、利便性の向上を進めるべきである」とされている。 

以上を踏まえ、主には家電リサイクル券の電子化を主軸に、家電リサイクル制度のデジタ

ル化を進めるために必要な施策の整理をするとともに、実現に向けてどのようなロードマッ

プを構築できるか検討を行った。 
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具体例として、管理統括業者の一つである SGムービング株式会社のイエロー券の運用フロ

ーを図表 1.1-7に示す。 

SG ムービング株式会社においては、小売業者へのイエロー券控えを月 1回の頻度で返却し

ている。小売業者は、手元に控えがない期間についても専用システムで運搬状況がトレース

可能であり、排出者からの照会依頼に対応することができるようになっている。 

 

 

 

 
 

出典）SG ムービング株式会社 HP 

 

図表 1.1-7 イエロー券の運用フロー（SGムービング株式会社） 
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1.1.2家電リサイクル券の電子化を検討するに当たって検討するべき論点の整理 

家電リサイクル券の電子化を検討するに当たり、家電リサイクル券を利用する制度関係者

間の調整において検討するべき主な論点を以下に整理する。 

 

（１）利便性と電子化の範囲 

排出者（消費者）にとっての利便性を考慮するに当たって、電子化を行う「範囲」を検討

する必要がある。すなわち、現行の家電リサイクル券の紙面（全て又は一部）の電子化を行

うこととするか、それにとどまらず、リサイクル料金の収集についても電子化（キャッシュ

レス化）するかである。この論点は、排出者が自ら「郵便局券」を手配して家電を廃棄のみ

行いたい場合に特に考慮すべき点である。家電リサイクル券の電子化においては、そうした

場合に代わり、スマートフォンや PCでリサイクル券の手配とリサイクル料金の支払いをオン

ラインでの申請や発行が可能なシステムを構築することが想定される。ただし、その場合、

リサイクル料金の支払先は家電リサイクル券の発行元である家電リサイクル券センターに支

払う一方で、収集・運搬料金は別途、収集・運搬業者に支払う必要があり、消費者にとって

支払いが複数に分かれることでの利便性への影響についても考慮する必要があるほか、キャ

ッシュレス決済を導入するに当たっては、キャッシュレス決済を提供するプロバイダーには、

トランザクションの手数料がかかる場合があり、排出者、製造業者に対して手数料の負担が

発生するため、そうしたコスト面での課題が生じることも考慮する必要がある。 

また、小売業者にとっての利便性・アクセシビリティーについては、例えば大規模事業者

においては自社の販売管理を POS データで行っていることから、そうした各社のデータとの

連携可能性について考慮する必要がある。 

 

（２）包摂性 

指定引取場所の全国的な配置や郵便局券の配備など多様なリサイクルルートの確保を始め、

制度創設以来、家電リサイクルの推進体制はユニバーサルサービスとして関係者により維持

されてきたところである。そうした中で、家電リサイクル券の電子化を行うに当たっても、

包摂性の観点から、どのような立場の排出者にとっても利用可能なリサイクル券制度を維持

する必要がある。例えば、高齢者やデジタルリテラシーが低い人々など、デジタル技術の利

用が比較的難しい者も適切に家電のリサイクルルートにアクセスが可能となるように、ユー

ザーインターフェースにおいて工夫が必要なほか、また、現行の紙の家電リサイクル券を電

子化券と一定期間併用するなどの措置が考えられる。 

 

（３）セキュリティ 

家電リサイクル券（法令上は「管理票」に該当）の記載事項は、特定家庭用機器再商品化

法施行規則第 33 条に、排出者の情報として、「当該排出者の氏名又は名称及び電話番号」が

規定されている。そのため、電子化に当たっては個人情報の漏洩や不正利用を防ぐため、適

切なセキュリティ対策を講じる必要がある。また、キャッシュレス決済の導入を含む形での

電子化を進める場合についても、不正アクセスや個人情報の漏洩などのリスクに対して適切
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な対策を講じる必要がある。 

 

（４）運用コストとその分担について 

 現行の家電リサイクル券システムの改修が必要となる見込みであることから、そうしたシ

ステムの開発・導入費用や運用コスト、メンテナンス費用などを考慮し、経済的に運営でき

るように計画する必要がある。その中で、特に導入コストについて、電子化がもたらす利便

性とコストのバランスの中で、関係者間でどのよう分担していくか、検討を進める必要があ

る。 
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図表 1.2-5 ＜参考＞産業廃棄物管理票（紙綴り）の流れ 
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1.2.3家電リサイクル法令において改正要否の検討を行う必要がある箇所等 

「1.2.2 類似管理票の電子化の状況」の調査結果より、以下のことが判明した。 

 「産業廃棄物管理票（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）」は、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律において電子マニフェストの手順や電子情報処理組織使用義務者等を

規定するなどして電子化されている。 

 一方で、「汚染土壌管理票（土壌汚染対策法）」は、土壌汚染対策法の改正ではなく、

環境省の e-文書規則において電子化が認められている。 

そこで、家電リサイクル法において、産業廃棄物管理票と同様に法改正を実施して電子化

を実現する場合に改正要否の検討を行う必要がある箇所を調査した。また、汚染土壌管理票

と同様に e-文書法により電子化を実現する場合に参考となる「経済産業省・環境省の e-文書

規則」により電磁的記録が認められた書面について調査した。 

 

（１）家電リサイクル券に関する記載条項 

家電リサイクル法において、産業廃棄物管理票と同様に法改正を実施して電子化を実現す

る場合に改正の要否を検討する必要がある箇所を調査した。家電リサイクル法令において、

家電リサイクル券（管理票）に関する記載条項は以下のとおりであった。 

 

 特定家庭用機器再商品化法 第６章雑則 第 43条～第 47条 

 特定家庭用機器再商品化法施行令 第５条（報告徴収） 

 特定家庭用機器再商品化法施行規則 第５章 雑則 第 33条～第 45条 

 

該当部分を次ページ以降に示す。 
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図表 1.2-9(1) 家電リサイクル法令 家電リサイクル券（管理票）に関する記載条項 

【特定家庭用機器再商品化法】 
法第６章雑則 
（特定家庭用機器廃棄物に係る管理票） 
第四十三条 小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ると
きは、第十条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理
票（以下単に「管理票」という。）に主務省令で定める事項を記載し、主務
省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなけ
ればならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売
業者は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき
製造業者等（当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知
することができないときは、指定法人）（以下この条において「再商品化等
実施者」という。）に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省
令で定めるところにより、当該再商品化等実施者に同項の規定により記載
した管理票を交付しなければならない。 
３ 再商品化等実施者は、前項の規定により小売業者から特定家庭用機器
廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令
で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に
当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該再商品化
等実施者は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める
期間保存しなければならない。 
４ 小売業者は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管
理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければなら
ない。 
 

【特定家庭用機器再商品化法施行規則】 
第五章 雑則 
（小売業者の管理票の記載事項） 
第三十三条 法第四十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおり
とする。 
一 当該管理票の交付年月日 
二 当該排出者の氏名又は名称及び電話番号 
三 当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取
る本店又は支店の所在地 
四 引き取る特定家庭用機器廃棄物 
五 再商品化等実施者の氏名又は名称 
（小売業者による排出者への管理票の写しの交付） 
第三十四条 法第四十三条第一項の規定による管理票の写しの交付は、次
により行うものとする。 
一 当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。 
二 当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること。 
三 当該特定家庭用機器廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号
が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。 
 
（小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付） 
第三十五条 法第四十三条第二項の規定による管理票の交付は、当該特定
家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとす
る。 
 
 
 
（再商品化等実施者の管理票の記載事項） 
第三十六条 法第四十三条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおり
とする。 
一 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所（当該特定家庭用
機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所） 
二 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日 
（再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付） 
第三十七条 法第四十三条第三項の規定による管理票の回付は、小売業者
から当該管理票の交付を受けた際に行うものとする。 
（再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間） 
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５ 小売業者は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、
その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存
する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、
これを拒んではならない。 
 
第四十四条 指定法人は、第三十三条第三号に掲げる業務として排出者か
ら特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第十七条の規定により
当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理
票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。 
 
 
２ 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った指定
法人は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき
製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定
めるところにより、当該製造業者等に同項の規定により記載した管理票を
交付しなければならない。 
３ 製造業者等は、前項の規定により指定法人から特定家庭用機器廃棄物
を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定め
る事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管
理票を回付しなければならない。この場合において、当該製造業者等は、当
該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなけ
ればならない。 
４ 指定法人は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管
理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければなら
ない。 
５ 指定法人は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、
その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存
する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、
これを拒んではならない。 
（管理票の交付等の委託） 
第四十五条 小売業者又は前条第一項に規定する指定法人は、特定家庭用
機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、当該特定家庭
用機器廃棄物の収集又は運搬を受託した者（以下「収集運搬受託者」とい
う。）に対し、第四十三条第一項から第三項まで又は前条第一項から第三項
までに規定する管理票に関する事務の全部又は一部を委託することができ

第三十八条 法第四十三条第三項後段及び第四項の主務省令で定める期間
は、三年とする。 
 
 
 
（指定法人の管理票の記載事項） 
第三十九条 第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定め
る事項について準用する。この場合において、第三十三条第三号中「当該
小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又
は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。 
（指定法人による排出者への管理票の写しの交付） 
第四十条 第三十四条の規定は、法第四十四条第一項の規定による管理票
の写しの交付について準用する。 
（指定法人による製造業者等への管理票の交付） 
第四十一条 第三十五条の規定は、法第四十四条第二項の規定による管理
票の交付について準用する。 
 
（製造業者等の管理票の記載事項） 
第四十二条 第三十六条の規定は、法第四十四条第三項の主務省令で定め
る事項について準用する。 
（製造業者等による指定法人への管理票の回付） 
第四十三条 第三十七条の規定は、法第四十四条第三項の規定による管理
票の回付について準用する。 
（製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間） 
第四十四条 第三十八条の規定は、法第四十四条第三項後段及び第四項の
主務省令で定める期間について準用する。 
 
 
 
 
 
（管理票の交付等の委託） 
第四十五条 収集運搬受託者が法第四十三条第一項から第三項までに規定
する管理票に関する事務を行う場合における第三十七条の規定の適用につ
いては、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。 
２ 収集運搬受託者が法第四十四条第一項から第三項までに規定する管理
票に関する事務を行う場合における第四十三条において準用する第三十七
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る。 
２ 前項の規定により管理票に関する事務の委託を受けた収集運搬受託者
は、主務省令で定めるところにより、その事務を行わなければならない。 
（管理票の受領の確認） 
第四十六条 製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特
定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたとき
は、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなけ
ればならない。 
（管理票に係る勧告） 
第四十七条 主務大臣は、小売業者、製造業者等、指定法人又は収集運搬受
託者が第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項又は前条の規定を遵守
していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨
の勧告をすることができる。 
 

条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬
受託者」とする。 

出典）e-gov 特定家庭用機器再商品化法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000097 、 

特定家庭用機器再商品化法施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412M50000500001_20191214_501M60001400006 

 

図表 1.2-9(2) 家電リサイクル法令 家電リサイクル券（管理票）に関する記載条項 

【特定家庭用機器再商品化法】 
（報告の徴収） 
第五十二条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定
めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせること
ができる。 

【特定家庭用機器再商品化法施行令】 
（報告の徴収） 
第五条 主務大臣は、法第五十二条の規定により、小売業者に対し、特
定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬
の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料
金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する
事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができ
る。 
２ 主務大臣は、法第五十二条の規定により、製造業者等に対し、特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方
法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求
する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての
表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、
管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等
に関する事項に関し報告をさせることができる。 

出典）e-gov 特定家庭用機器再商品化法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000097 、 

特定家庭用機器再商品化法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410CO0000000378_20191214_501CO0000000088 
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1.3 ロードマップの作成 

上記検討や確認を踏まえ、家電リサイクル券の電子化に向けたロードマップ案を以下に示

す。 

 

（１）制度関係者との調整を通じた電子化システムの具体的な検討 

具体的な電子化システムの検討を行うに当たっては、「1.1.2 家電リサイクル券の電子化を

検討するに当たって検討するべき論点の整理」で示した論点を踏まえ、現行の家電リサイク

ル券を発行している家電リサイクル券センター、製造業者（指定引取場所やリサイクルプラ

ントを含む）、小売業者、消費者間においてそれぞれが享受する利便性と運用コストとその分

担について検討することが重要であると考えられる。 

 

（２）法令改正の検討 

上記（１）での具体的な検討と並行し、電子化を可能とする法令改正に当たっては、「1.2.2

類似管票の電子化の状況」において確認した類似の管理票制度の電子化における改正経緯な

ども留意し、具体の改正方法及びその要否を検討する必要がある。 
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２．小売業者の多様化状況の整理と規制遵守施策の検討 

家電リサイクル制度は、家電４品目の小売業者に、排出者からの申し出に応じた廃家電の

引取りと製造業者への引渡しを義務づけていることから、小売業者は適正な回収の根幹を成

す重要な役割を担っている。他方、昨今は実店舗を持たずに家電を販売する EC販売業者の数

が増加するなど、小売業者の形態も多様化している現状がある。 

こうした状況を踏まえ、家電４品目を販売する小売業者の現状を調査し、規制遵守施策の

検討を行った。 

 

2.1 小売業者の形態の多様化の調査 

2.1.1調査方法 

資料調査（ウェッブ調査）により小売業者の形態の多様化の調査を行った。 

調査に際しては、できる限り統計資料等による市場規模感の把握に努めた。 
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「令和３年度リユース市場規模調査報告書 令和４年９月 環境省」によると、家電４品

目の購入金額は増加傾向にある。 

 

 
出典：令和３年度リユース市場規模調査報告書 令和４年９月 環境省 

 

図表 2.1-5 家電４品目の購入先別市場規模 
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４）その他（新しい商流等） 
【越境 EC市場】 

「令和４年度デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）令和５年８月 経

済産業省」によると、 

 世界の越境 EC市場は、2030 年まで年平均成長率約 26.2%で拡大し続けると予想されて

いる。 

 2022年の日本の越境 BtoC-EC（米国・中国）の総市場規模は 3,954億円（日本購入額：

米国経由 3,561億円、中国経由 392億円）。 

であった。 

 

【シェアリングエコノミー】 

「レンタル」「サブスクリプション」等の物を所有しない新しい商流として、シェアリング

エコノミーが挙げられる。 

「シェアリングエコノミー関連調査 2022年度調査結果（市場規模） 2023年１月 （株）

情報通信総合研究所・（一社）シェアリングエコノミー協会」によると、シェアリングエコノ

ミーの市場規模 1は増加傾向にあり、2022 年のモノに関するカテゴリ 2の市場規模は約 1 兆

3000億円であった。 

レンタル事業者等は家電リサイクル法の小売業者には該当しないが、最終的にレンタル事

業者等が家電を廃棄する際、家電リサイクルルートに適正排出されるよう、必要に応じて周

知の検討が必要である。 

 

  

 
1定義：資産・サービス提供者と利⽤者の間の取引⾦額（プラットフォーマーの売上ではない）。対象とするサービ

スは①インターネット上で資産やスキルの提供者と利⽤者を結びつける②利⽤したいときにすぐ取引が

成⽴するもの。お⾦のシェア（Makuake、CAMPFIRE、READYFOR、maneo、FUNDINNO 等）は提供したお⾦の

⾦額そのもの。 
2 モノ カテゴリ：売買（メルカリ、minne、ラクマ、AsMama「ロキャピ」等）、レンタル（ラクサス、モノシェア、

CLAS、airCloset 等）であり、CtoC、CtoB、BtoC が含まれる。 
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2.2 モール事業者調査 

「2.1 小売業者の形態の多様化の調査」により、BtoC-EC の市場規模は拡大傾向にあり、

2021年の家電４品目販売金額（POS拡大推計データ）の約１割を占めていることが判明した。 

インターネットの家電販売サイトにおいては、リサイクルに関する表示がなく、法の引取

り義務及び引渡し義務を果たしていない可能性がある EC販売業者が散見される。そこで、モ

ール事業者に出店する EC 販売業者の規制遵守状況を確認するとともに、さらに EC 販売業者

が増加した際の、基準遵守状況確認の自動化も念頭に、販売サイトにおける画面構成調査を

実施した。 

 

2.2.1調査方法 

（１）調査対象とするモール型 EC業者 

調査対象とするモール型 EC 業者は、「日本国内の消費者の多くが利用する代表的な事業者

（大規模事業者）であること」、また、「家電の取扱いに特化していること」などの条件によ

り４者選定した。 

 

（２）調査対象の商品ページ要件 

過年度業務調査結果である「家電４品目等の POS データ」における 2018 年～2021 年の EC

の売れ筋サイズを参考に、以下に示すサイズを中心に調査を実施した。 

 冷蔵庫：容量 200L以下 

 エアコン：2.8～3.6KW（10 畳用相当） 

 テレビ：有機テレビとチューナーレステレビを除き、60インチ未満 

 洗濯機・乾燥機：8K未満 
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（３）調査期間 

調査は、令和５年 11 月～令和６年 1月に実施した。 

 

（４）調査方法 

各モール型 EC 業者に出店する EC 販売業者が掲載する商品ページを対象とし、商品要件に

当てはまる家電４品目を販売している商品ページを表示し、家電リサイクルの関連情報が記

載されているかどうかを確認する調査を行った。商品ページに記載がない場合は、記載の可

能性があるリンクや画像をクリックする等してリサイクル料金または引取りに関する情報

（引取り方法、引取りにかかる費用、引取りに関する注意事項など）の確認ができるページ

までたどり、確認した。 

詳細の調査項目及び調査方法を図表 2.2-2に示す。 

なお、将来的な増加が見込まれる EC販売業者の膨大な情報を自動的に抽出する仕組みの検

討資料とすることにも留意して調査を実施した。 
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リサイクル関連表示が確認できなかった代表的な事例を以下に示す。 

事例① 

モール業者 モール B 

特徴 商品ページではリサイクルの検索はできないが、お買物ガイドの「お届け方法」

に「一部、設置不可地域、リサイクル不可地域がございます。」の表示有 

表示イメージ 

 

 

事例② 

モール業者 モール D 

特徴 「家電リサイクル対象商品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機など)の引き取

りは承っておりません。」と店舗情報ページに表示 

表示イメージ 

 

 

事例③ 

モール業者 モール D 

特徴 商品ページの「ショップメニュー」⇒「家電引取/回収サービス」において「現

在、家電引取/回収サービスを休止している」情報が確認できる。また、配送

業者が家電を引取るとの内容も確認できる 

表示イメージ 
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リサイクル関連表示が確認できなかった代表的な事例を以下に示す。 

 

事例① 

モール業者 モール A 

特徴 「商品のみをご購入頂いたお客様に関しては、家電リサイクル法によるエアコ

ン回収は行なっておりません。」との表示有 

表示イメージ 

 

 

事例② 

モール業者 モール C 

特徴 販売元の「出品者について」⇒「家電引取/回収サービスのご案内」において

「配送業者との契約の都合上、 現在、家電引取/回収サービスを休止させてい

ただいております」の表示有 

表示イメージ 

 

 

事例③ 

モール業者 モール D 

特徴 商品ページの「ショップ詳細」⇒「設置について」において設置工事、回収サ

ービスはないと表示 

表示イメージ 
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リサイクル関連表示が確認できなかった代表的な事例を以下に示す。 

 

事例① 

モール業者 モール C 

特徴 モール C販売のミニ洗濯機の家電リサイクル関連表示なし 

表示イメージ 通常は以下の画像及び文字で表示するところ、ミニ洗濯機においては表示なし 

 

 

事例② 

モール業者 モール D 

特徴 リサイクルは地域限定されている 

表示イメージ 
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2.3 スクレイピング等の検討 

家電リサイクル制度に関して、不法投棄防止・回収率向上のために行われた多くの施策の

１つとして、これまでも家電４品目を販売するインターネット販売事業者に対して家電リサ

イクル法に基づく案内状況等の記載確認は実施されているところ。しかし、増加傾向にある

EC 販売事業者等について、Web 情報を目視で確認することは今後ますます困難になっていく

と考えられる。そこで、モール業者の画面構成結果を踏まえ、小売事業者の取引義務の履行

状況などを確認するためのスクレイピング（ウェッブサイトから自動的に情報を抽出する方

法の一種）等の検討及び課題の整理を行った。 

 

2.3.1スクレイピングとは 

スクレイピングは、ウェブサイトからデータを抽出するプロセスである。通常、スクレイ

ピングはウェブページからテキストなどの情報を収集し、それを解析・抽出して利用可能な

データに変換することを目的としている。なお、図表 2.3-1 にスクレイピングのイメージ図

を、図表 2.3-2にスクレイピングツールの紹介を示す。 

スクレイピングを活用することで、面倒な手作業を自動化できるため、作業時間の短縮や

転記ミス防止が可能となるが、サーバーへ負荷を与えるとことで、ウェブサイトが観覧でき

なくなり、偽計業務妨害となる可能性や、スクレイピング自体禁止されているサイトがある

ためサイトの利用規約を確認する必要がある。 

 

 

図表 2.3-1 スクレイピングのイメージ図 4 

 

  

 
4 https://qiita.com/Octoparse_Japan/items/3a766a5615d82674b873 （アクセス日：2024 年 2 月 13 日） 
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2.3.3規制を遵守していない可能性のある小売業者抽出の流れ（案） 

廃家電の引き取り引き渡し義務を果たしていない小売業者に規制遵守を促すため、リサイ

クル関連表示のない EC販売業者を効果的に抽出する仕組みの検討を実施した。 

モール事業者調査の手順を基に作成した、規制を遵守していない小売業者抽出の流れ（案）

を図表 2.3-5 に示す。なお、手順の概要は以下に示す。 

① 各販売業者の商品ページを開き、多くの家電リサイクル法の記述に含まれると考えら

れるワード（本案では「リサイクル」とする。）を検索し、有無を判別する。 

② 「リサイクル」がある場合は、該当箇所の文を抽出し、ポジティブな表現、ネガティ

ブな表現、ニュートラルな表現を判定する（ポジティブな表現の例：「古い家電をリサ

イクル回収します。」ネガティブな表現の例：「リサイクル回収は行っておりません。」

ニュートラル例：「リサイクルはこちら（リンク）」）。判断がネガティブの場合、抽出

対象とする。 

③ 「リサイクル」がない場合は、リサイクルに関する情報について表現している画像の

有無を確認し、画像がある場合は画像内の文を判定する。 

④ 画像がない場合は商品ページ以外のページ（会社案内ページなど）で確認を行う。他

のページでも確認ができない場合、カートに入れるなど様々な手段で確認を行う。 

 

 

図表 2.3-5 規制を遵守していない小売業者抽出の流れ（案） 

 

また、本調査におけるモール業者の画面構成調査結果から各モールにおける効率的な小売

業者抽出の流れ（案）を図表 2.3-6～2.3-8にまとめた。 

モール A 及びモール B における家電リサイクル関連表示は商品ページでの表示が多いた

め、自動化の際は商品ページからの抽出が有効であると考えられる。 

モール Cについては、モール Cが直接販売する商品についてはリサイクル関連表示が整備







 

59 

 

2.3.4今後の進め方及び課題 

今後の進め方として、 

① スクレイピングを中心とした方法で、 

② 図表 2.3-9に示した規制を遵守していない小売業者抽出の流れを基に、 

③ 自動化の可能性が高そうな部分（緑で囲まれた部分）を中心に、一定期間内で優先順

位をつけて順次検証 

することを提案する。なお、検証の手順案は以下に示す。 

 

 

図表 2.3-9 規制を遵守していない小売業者抽出の流れ（案） 

自動化可能性が高そうな部分掲示 

 

 

【今後の検証手順（案）】 

①事前調査 

 スクレイピングのツールの選定候補に関する資料調査を実施し、検証対象とするスク

レイピングのツールを決定する。 

 

②スクレイピングのツールの検証 

例１、例２のような手順でスクレイピングのツール内の主な課題※を検証し、必要に応じ

てスクレイピングの各ツールのメリット・デメリットをまとめる。 

※ Pop-Up、ナビゲーション部分等はどこまで検索できるか 

※ 商品ページ以外の出店者情報ページ等を検索できるか 

※ 検索した部分の周辺文章をどの程度抽出できるか 
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2.4 ヒアリング調査項目案 

家電リサイクル制度は、家電４品目の小売業者に、排出者からの申し出に応じた廃家電の

引取りと製造業者への引渡しを義務づけていることから、小売業者は適正な回収の根幹を成

す重要な役割を担っている。他方、昨今は実店舗を持たずに家電を販売する EC販売業者の数

が増加するなど、小売業者の形態も多様化している現状がある。 

こうした状況を踏まえ、家電４品目を販売する小売業者の集うモール事業者に、家電リサ

イクル制度に関する協力を今後依頼することを想定した場合のヒアリング調査項目案を以下

に整理した。 

 

ヒアリング内容： 

 家電リサイクル関連情報の啓発の実施状況について 

 小売業者が家電４品目を販売する際に、家電リサイクル法により廃家電の引取り義務・

引渡し義務があることを案内しているか。 

 小売業者へ家電４品目のリサイクル引取用案内情報ページのひな型等のツール提供をし

ているか。提供している場合は小売業者がどのように対応しているか。 

 小売業者の家電４品目のリサイクル案内状況（収集運搬料金・リサイクル料金など）を

把握しているか。 

 

 家電リサイクル制度への協力依頼 

 モールとしての家電４品目リサイクル回収サービスがあるか。あれば小売業者に推奨し

ているか。又は現在はなくとも、将来的に小売業者への提供する予定があるか。 

 家電リサイクルに関する情報（料金表示等）について、消費者が探しやすいよう、小売

業者へ「家電リサイクル回収サービス」の案内方法をモール内で統一できないか。ま

た、商品トップページに掲載できないか。 

 

 小売業者の商品情報記載内容の管理方法について 

 小売業者の商品情報が適切であるかといった管理は、どのように実施しているか。（例

えば、偽ブランド品等の取締。また、コロナ禍初期には、不適切なマスク販売・転売を

自主的に取り締まったモールがあった。） 

 

 小売業者の規制遵守状況確認調査への協力願い 

 モール内に出店する事業者のページを対象に、規制遵守状況確認をスクレイピングツー

ルによる調査を通じて実施するとなった場合、協力可能性はあるか。 

 アクセス集中にならないよう調査者側で留意すべきことがあるか。 

 家電４品目を扱う業者別・品目別の小売業者、及びその商品ページ一覧が取り出せるよ

うな API を用意しているか。 

 その他小売業者のリサイクル関連情報を取得できる手法やツールがあれば提供してほし

い。 


